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平成２６年２月１３日判決言渡 

平成２４年（行ウ）第１３９号 蒲郡競走場都市ガス公金支出差止請求事件 

主    文 

    １ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

    ２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

 被告は，Ａ株式会社に対し，同社との間で締結した蒲郡競走場に係る都市ガス供

給契約に基づく一切の公金支出，又は債務その他の義務の負担をしてはならない。 

第２ 事案の概要 

 １ 本件は，蒲郡市が蒲郡競走場の施設改修に当たり，空調熱源とする都市ガス

の供給契約を随意契約の方法によりＡ株式会社（以下「Ａ」という。）との間で締

結したことについて，蒲郡市の住民である原告らが，上記契約は随意契約の制限を

定めた地方自治法２３４条に反して違法であると主張して，蒲郡市の執行機関であ

る被告に対し，同法２４２条の２第１項１号に基づき，上記契約に基づく一切の公

金支出又は債務その他の義務の負担の差止めを求めた住民訴訟である。 

  ２ 関係法令の定め 

 本件に関係する法令の定めは，別紙「関係法令の定め」に記載のとおりである。 

 ３ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨に

より容易に認められる事実。以下，書証番号は特記しない限り枝番を含む。） 

 (1) 当事者 

 ア 原告らは，蒲郡市の住民である。 

 イ 被告は，蒲郡市の執行機関である。 

 (2) 本件ガス供給契約締結に至る経緯等 

 ア 蒲郡市は，平成２０年頃，競艇施設である蒲郡競走場の施設改善工事を計画

立案し，平成２２年４月２６日，株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）との間で，同
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競走場の施設改善に係る実施設計委託契約（以下「本件委託契約」という。）を締

結した。（甲５，乙２の３，弁論の全趣旨） 

 イ 蒲郡市は，本件委託契約に基づいてＢから提出された報告書の内容を踏まえ，

蒲郡競走場の空調熱源として都市ガスを導入することでコスト削減を図ることがで

きるものと考え，平成２３年３月頃，Ｂに対し，本件委託契約に基づき，Ｃ株式会

社（以下「Ｃ」という。）とＡの両社に対する都市ガス供給条件の調査を依頼した。

これを受けて，Ｂは，同月３１日付けで，両社に対する調査の結果，Ａによる都市

ガス供給がより有利と判断する旨の書面を提出した。（甲４，５，乙７の５，弁論

の全趣旨） 

 ウ 蒲郡市は，平成２３年８月８日，Ａに対し，使用場所を「蒲郡競走場」，使

用開始時期を「平成２５年１１月予定」とする都市ガスの使用の申込みをし，同日，

蒲郡市とＡとの間で，都市ガス供給契約（以下「本件ガス供給契約」という。）が

締結された。（乙８，弁論の全趣旨） 

 エ 本件ガス供給契約締結当時，蒲郡市において都市ガスを供給している一般ガ

ス事業者は，ＡとＣの２社であったが，蒲郡競走場の所在地は，これら２社の供給

区域外であった。本件ガス供給契約締結後，Ａは，蒲郡競走場の所在地を供給区域

に加える供給区域の変更につき，ガス事業法８条所定の許可を受けた。（乙２の３，

弁論の全趣旨） 

 (3) 原告Ｄによる１度目の住民監査請求 

 ア 原告Ｄは，平成２４年３月３０日，蒲郡市監査委員に対し，「Ｂは公平で客観

的な資料を作成していないので，Ｂに対して違法・不当な公金の支出であり，違法・

不当な契約の履行であるので是正する措置（ＣとＡの公開入札など）を請求します」

などと記載した同日付けの住民監査請求書を提出して，住民監査請求（以下「第１

次監査請求」という。）をした。（甲３，乙２の１，２） 

 イ 蒲郡市監査委員は，平成２４年５月２８日，①本件委託契約に基づく業務の

実施ないし支出に違法・不当な点はない，②都市ガス納入業者の選定は，行政上の
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事実行為であって，住民監査請求の対象となる財務会計上の行為には当たらないが，

上記①の監査請求の対象行為に関連するものとして判断を示すこととするとした上

で，地域性を踏まえてＡへの申込みをしたものであるから，都市ガス納入業者とし

てＡを選択した点につき是正の必要はない旨の判断をし，第１次監査請求を棄却し，

原告Ｄに対してその旨通知した。（甲５，乙２の３） 

 (4) 原告Ｄによる２度目の住民監査請求 

 ア 原告Ｄは，蒲郡市監査委員に対し，平成２４年８月７日，「請求の要旨」を

「蒲郡市長に対し，蒲郡競艇場における都市ガス供給会社選定について，選定のや

り直しその他の是正措置を求める」とする住民監査請求（以下「第２次監査請求」

という。）をした。（乙３の１） 

 イ 蒲郡市監査委員は，平成２４年９月３日，第１次監査請求と同一内容である

として第２次監査請求を却下し，原告Ｄに対してその旨通知した。（乙３の２） 

 (5) 原告らによる住民監査請求 

 ア 原告Ｄ及び原告Ｅは，平成２４年９月２１日，蒲郡市長に対し，①蒲郡競走

場におけるＡとの都市ガス供給契約の申込み又はその締結を取り消す措置を求める

こと，②Ａによる都市ガス供給に伴う蒲郡競走場施設改善機械設備工事等に係る契

約を取り消す措置を求めることを内容とする住民監査請求（以下「第３次監査請求」

という。）をした。（甲１，乙４の１） 

 イ 蒲郡市監査委員は，平成２４年１１月１５日，前記ア①の請求のうち，原告

Ｄの請求に係る部分については，原告Ｄがした第１次監査請求と同一の監査対象に

ついての再度の監査請求であって不適法であるとして却下し，原告Ｅの請求は理由

がないとして棄却するとともに，同②の請求については，原告らの請求は理由がな

いとして棄却した。原告らは，同月１６日，上記監査結果の通知書を受領した。（甲

２，乙４の２） 

 (6) 本件訴えの提起 

 原告らは，平成２４年１２月１２日，本件訴えを提起し，本件ガス供給契約の締
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結の事実の有無が不明であるとして，主位的には，同契約が既に締結されている場

合を想定して，これに基づく一切の公金支出又は債務その他の義務の負担行為の差

止めを求め，予備的には，同契約が未締結である場合を想定して，同契約が締結さ

れた場合の一切の公金支出又は債務その他の義務の負担行為の差止めを求めた。こ

れに対し，被告が，平成２５年３月７日付けの準備書面において，本件ガス供給契

約については，蒲郡市長が平成２３年８月８日に申込書（乙８）をＡの担当者に交

付し，同担当者がこれを受領したことによって締結されたものであり，本件ガス供

給契約の締結日は同日であることを明らかにしたため，原告らは，平成２５年４月

１５日の本件口頭弁論期日において，上記予備的請求を取り下げた。（顕著な事実） 

第３ 争点及び当事者の主張 

 本件の争点は，(1)原告Ｄについての出訴期間徒過の有無（本案前の争点），(2)

本件ガス供給契約締結の違法性（本案の争点）であり，これに関する当事者の主張

は，次のとおりである。 

 １ 原告Ｄについての出訴期間徒過の有無（本案前の争点）について 

 （被告の主張） 

 原告Ｄが本件訴えを提起したのは平成２４年１２月１２日であり，原告Ｄに対し

て第１次監査請求の結果があった平成２４年５月２８日から３０日の出訴期間を徒

過している。 

 なお，第３次監査請求は，第１次監査請求と同一内容の不適法な監査請求である

から，原告Ｄが第３次監査請求の結果の通知を受領した日から３０日以内に本件訴

えを提起したとしても，適法な出訴期間内に本件訴えを提起したことにはならない。 

 したがって，原告Ｄの訴えは，訴訟要件を欠き不適法である。 

 （原告Ｄの主張） 

 原告Ｄは，第１次監査請求においては本件委託契約に基づくＢに対する公金の支

出のみを監査請求の対象としており，第２次監査請求において初めて蒲郡競走場に

おける都市ガス供給会社選定を問題とした。第２次監査請求は適法であるにもかか
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わらず不適法として却下されたため，原告Ｄは，本件ガス供給契約締結行為の違法

性を明示して改めて第３次監査請求を行い，第３次監査請求の結果が通知された平

成２４年１１月１６日から３０日以内に本件訴えを提起したものである。したがっ

て，原告Ｄの訴えは，出訴期間を徒過しておらず，訴訟要件に欠けるところはない。 

 ２ 本件ガス供給契約締結の違法性（本案の争点）について 

 （原告らの主張） 

 (1) 本件ガス供給契約は，地方自治法２３４条２項，地方自治法施行令１６７条

の２第１項２号に該当することを理由に随意契約の方法で締結されたが，蒲郡市に

おける都市ガス供給業務は，ＡとＣの２社による競争入札が可能である上，年間７

００万円以上の使用料金の支払が半永続的に続くことが予測される大規模なプロジ

ェクトである。これに加え，ガス事業についても競争促進に向けた改革が進められ

ていることや，随意契約の方法により都市ガス供給契約が締結された実例は供給可

能業者が一社のみの場合であることを考慮すれば，都市ガス供給契約の締結は，同

号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」には該当しないから，随

意契約の方法による本件ガス供給契約の締結は違法である。 

  (2) 仮に随意契約の方法によること自体は適法であるとしても，次の諸点に照ら

せば，蒲郡市が契約の相手方としてＡを選定した判断には裁量権の範囲の逸脱又は

その濫用がある。 

 ア 蒲郡市は，本来最も重視すべきガス料金を考慮していない。また，仮にガス

料金を考慮していたとしても，ＡがＢに回答した価格は，導入準備中のガス空調向

け価格であり，調査当時の価格ではＣの方が割安な料金であった。 

 イ 蒲郡市と，豊橋市に本社を置くＡとのつながりが強いという事情は見当たら

ないし，隣接地域との連携を図るにはむしろ蒲郡市を含め周辺の自治体にも都市ガ

スを供給しているＣの方が適している。 

 ウ 蒲郡市は，天災発生時の復旧対応について何ら調査を行っていない。 

 （被告の主張） 
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 (1) 一般ガス事業については，許可制が採られ（ガス事業法３条），導管等の二

重投資を回避する観点から，許可に当たって供給区域を設定することにより（同法

６条２項３号），地域独占が認められており，供給区域外の地域を供給区域に変更

するには，同法８条所定の許可が必要とされている。本件ガス供給契約締結当時，

蒲郡競走場の所在地を供給区域としている一般ガス事業者は存在しなかったから，

仮に入札によって供給業者を決定したとしても，当該供給業者は，ガス事業法８条

所定の供給区域の変更許可を受けなければならず，入札結果によって都市ガス供給

が確約される状態ではなかった。 

 また，一般ガス事業者は，ガス料金その他の供給条件について供給約款を定め，

経済産業大臣の認可を得なければならない（ガス事業法１７条１項）。ガス料金を

引き下げる場合その他のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる

場合には，供給条件を変更することができるものの（同条３項），変更後の供給約

款を経済産業大臣に届け出なければならず（同条４項），一般ガス事業の用に供す

る設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には，

認可を受けた供給条件とは異なる供給条件を設定した約款を，ガスの使用者が供給

約款に代えて選択し得るものとして定めることができるが（同条６項），この選択

約款についても，経済産業大臣に対する届出が必要であり（同条７項），これら約

款の公表や約款どおりの供給を義務付けられている（同法１９条，２０条）。 

 このように，都市ガスの供給については，供給区域ごとに一般ガス事業者が定め

られ，供給約款の認可又は届出によって供給条件が規制されているのであって，入

札によってガス料金を自由に競い合うことができるわけではないから，ガス供給契

約の締結は，地方自治法施行令１６７条の２第１項２号にいう「その性質又は目的

が競争入札に適しないものをするとき」に該当するというべきである。 

 (2) なお，原告らは，都市ガス供給契約の締結に当たっては，原則として競争入

札によって行われるべきである旨主張するけれども，蒲郡競走場での年間予想使用

量に照らせば，既に小売自由化が図られている年間契約ガス使用料１０万立方メー
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トルでの大口供給ではなく，小口供給での契約締結が前提となる。この場合，ガス

料金は供給約款により定められており，入札によって柔軟に価格を下げられるもの

ではないことは，前記(1)のとおりである。また，蒲郡競走場への都市ガス供給に当

たっては，ガス料金以外にも導管敷設工事に伴う負担金の有無や，工事期間等の要

素を考慮することも必要となるから，ガス料金のみによってガス供給契約の相手方

を決すれば足りるものでもない。 

 (3) 本件ガス供給契約締結当時，供給区域の変更許可を受けて蒲郡競走場に都市

ガスを供給し得る可能性を有していた一般ガス事業者は，ＣとＡの２社だけであっ

た。蒲郡市は，次の諸事情を勘案し，Ａを選択したのであって，そのことに裁量権

の範囲の逸脱又はその濫用はない。 

 ア  ガス料金 

 Ｂによる調査結果によれば，Ａの方がＣよりも１立方メートル当たりのガス料金

が２．７円も割安であった。 

 イ 地域密着性 

  Ａは，蒲郡市と同じ東三河地域に本社があるところ，東三河地域を構成する自治

体間では積極的に相互の連携が図られているなど，東三河地域は強い一体性・自立

性を有している。また，Ａは，蒲郡市内におけるＬＰ（液化石油）ガスの供給世帯

割合がＣの同割合よりも高く，蒲郡市内の関連施設において市民を対象としたイベ

ントを開催する等の地域的貢献もしているなど，蒲郡市とつながりが深く地域密着

性を有している。 

 ウ  天災発生時の復旧対応 

  本件ガス供給契約は，公共性が高く，住民の生命・健康等にも直結するものであ

るため，天災発生時には都市ガス供給の迅速かつ適切な復旧が求められる。前記イ

のとおり，Ａは蒲郡市とのつながりも強く，また，ガス供給の管轄区域も東三河地

域に集中していることから，迅速かつ適切な復旧が期待できる。 

第４ 当裁判所の判断 
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 １ 原告Ｄについての出訴期間徒過の有無（本案前の争点）について 

 (1) 被告は，原告Ｄによる第３次監査請求は，第１次監査請求と同一内容の不適

法な監査請求であるから，第３次監査請求の結果通知から３０日以内に本件訴えを

提起しても出訴期間を遵守したことにはならないところ，原告Ｄの訴えは，第１次

監査請求の結果通知から３０日の出訴期間を徒過した後に提起されたものであるか

ら，不適法である旨主張する。 

 (2) 地方自治法２４２条１項の規定による住民監査請求に対し，同条３項の規定

による監査委員の監査の結果が請求人に通知された場合において，請求人たる住民

は，上記監査の結果に対して不服があるときは，同法２４２条の２第１項の規定に

基づき同条の２第２項１号の定める期間内に訴えを提起すべきものであり，同一住

民が先に監査請求の対象とした財務会計上の行為又は怠る事実と同一の行為又は怠

る事実を対象とする監査請求を重ねて行うことは許されていないものと解するのが

相当である（最高裁昭和５７年（行ツ）第１６４号同６２年２月２０日第二小法廷

判決・民集４１巻１号１２２頁参照）。そして，住民監査請求の対象は，請求人た

る住民の選択によって決せられるものであるが，個々の住民監査請求においていか

なる財務会計上の行為又は怠る事実が監査請求の対象とされているかについては，

請求書の記載内容等に照らして客観的に判断すべきものである。 

 そこで，このような観点から，本件において，第３次監査請求で対象とされた本

件ガス供給契約締結という財務会計上の行為が，第１次監査請求においても監査請

求の対象とされていたかどうかについて検討するに，前記前提事実によると，①原

告Ｄは，「Ｂは公平で客観的な資料を作成していないので，Ｂに対して違法・不当

な公金の支出であり，違法・不当な契約の履行であるので是正する措置（ＣとＡの

公開入札など）を請求します」などと記載した住民監査請求書を提出して第１次監

査請求をしたところ，②蒲郡市監査委員は，「本件委託契約に基づく業務の実施な

いし支出に違法・不当な点はない」とするとともに，「都市ガス納入業者の選定は，

行政上の事実行為であって，住民監査請求の対象となる財務会計上の行為には当た
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らないが，上記監査請求の対象行為と関連するものとして判断を示すこととする」

とした上で，「地域性を踏まえてＡへの申込みをしたものであるから，都市ガス納

入業者としてＡを選択した点につき是正の必要はない」旨の判断をし，第１次監査

請求を棄却したというのである。 

 そうすると，第１次監査請求において，原告Ｄが住民監査請求の対象として明示

していたのは，本件委託契約に基づくＢに対する公金の支出のみであり，蒲郡市監

査委員の側においても，本件ガス供給契約の締結そのものが住民監査請求の対象と

されていると認識することはなく，単に本件ガス供給契約締結の前提となる都市ガ

ス納入業者の選定という事実行為について，本来は住民監査請求の対象となる財務

会計上の行為には該当しないものであるとした上で，あくまでもＢに対する公金の

支出と関連するものとして念のために判断を示したにとどまるのであるから，本件

ガス供給契約の締結は，第１次監査請求においては住民監査請求の対象とはされて

いなかったというべきである。 

 そして，前記前提事実によると，原告Ｄは，その後，「蒲郡競艇場における都市

ガス供給会社選定について，選定のやり直しその他の是正措置を求める」とする第

２次監査請求をし，さらに，「①蒲郡競走場におけるＡとの都市ガス供給契約の申

込み又はその締結を取り消す措置を求めること，②Ａによる都市ガス供給に伴う蒲

郡競走場施設改善機械設備工事等に係る契約を取り消す措置を求めること」を内容

とする第３次監査請求をしたというのであるから，本件ガス供給契約の締結自体は，

第３次監査請求において初めて住民監査請求の対象とされたとみるのが相当であ

る。 

 以上によると，地方自治法２４２条の２第２項１号所定の出訴期間は，第３次監

査請求の結果通知から３０日以内となるところ，前記前提事実によると，本件訴え

は，第３次監査請求の結果が通知された平成２４年１１月１６日から３０日以内で

ある同年１２月１２日に提起されたというのであるから，原告Ｄの訴えは，出訴期

間内に提起された適法な訴えということになる。 
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 したがって，被告の上記主張は，採用することができない。 

 (3) なお，第３次監査請求は，本件ガス供給契約の締結日（平成２３年８月８日）

から１年以上経過した平成２４年９月２１日にされているけれども，前記前提事実

のとおり，本件ガス供給契約については，本件訴えの提起後，被告において，蒲郡

市長が平成２３年８月８日に申込書（乙８）をＡの担当者に交付し，同担当者がこ

れを受領したことによって締結されたものであることを明らかにし，これによって

初めて本件ガス供給契約が同日に締結されたことが明確になったものである。前記

前提事実によると，本件ガス供給契約の申込みがされた平成２３年８月８日当時，

蒲郡競走場の所在地はＡの供給区域外であり，蒲郡競走場へのガス供給に必要とな

る供給区域の変更許可がされていなかったというのであるから，住民にとって，申

込みがあったことを知り得たとしても，これにより本件ガス供給契約が締結された

のかどうかが判然としなかったのは，無理からぬところであり，本件全証拠を精査

してみても，本件訴え提起後に被告によって上記釈明がなされる以前において，住

民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて本件ガス供給契約が締結さ

れたことを知ることができたことをうかがわせる事情も見当たらないから，第３次

監査請求が本件ガス供給契約締結から１年を経過した後にされたことについて，地

方自治法２４２条２項ただし書にいう正当な理由があるというべきである。 

 したがって，本件訴えは，訴訟要件を欠くものではなく，適法である。 

 ２ 本件ガス供給契約の違法性（本案の争点）について 

 (1) 前記前提事実に掲記の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると，本件ガス供給契

約の締結に至る経緯等として，次の事実が認められる。 

 ア 蒲郡市では，平成２０年頃，競艇施設である蒲郡競走場の施設改善工事を計

画し，平成２１年１０月１日，Ｂに対し，蒲郡競走場施設改善の基本設計を委託す

ることにより空調設備の熱源についての比較検討をした。Ｂは，蒲郡競走場の所在

地が都市ガスの供給区域外であり，都市ガスの供給に必要なインフラ整備も進んで

いなかったため，電気を用いた方式で基本設計を実施したが，都市ガスの導入が可



 11 

能であれば経済的に有利（効率的）である旨の試算をした。（甲４，弁論の全趣旨） 

 イ 蒲郡市は，平成２２年４月２６日，Ｂに対し，蒲郡競走場の施設改善に係る

実施設計を委託した（本件委託契約）。Ｂから，空調熱源として電気ではなく都市

ガスにした方が経済面及び設備面において有利（効率的）である旨の報告書が提出

されたことを受けて，蒲郡市は，平成２３年３月頃，Ｂに対し，都市ガスの導入が

可能かどうか確認するため，Ｃ及びＡに対し，①平成２５年１１月に供給すること

が可能か，②蒲郡市において公道部分のガス配管敷設工事に関して費用を負担する

ことが必要か，③１立方メートル当たりの平均ガス料金は幾らになるかの３点につ

いて確認するよう指示した。（甲５，乙２の３） 

 ウ これを受けて，Ｂは，平成２３年３月１７日付けで，Ｃ及びＡに対し，①蒲

郡競走場への都市ガス供給の可否（前提条件として，供給開始は平成２５年１１月

予定，ガス空調設備はＧＨＰ１３００ＨＰ程度，年間ガス使用量は９万～１２万立

方メートル程度），②大口契約及び小口契約各々の場合において公道部分のガス配

管敷設工事費用のうち，蒲郡市が費用負担する部分の有無及び概算金額，③ガス料

金設定（平成２３年３月時点の１立方メートル当たりの平均単価）の３点について，

回答を依頼する旨の文書を発出した。（乙７の１，２） 

 エ これに対し，Ａは，平成２３年３月２５日付けで，①蒲郡市提示の前提条件

での都市ガス供給は可能であること，②公道部分のガス配管敷設工事代金は全額Ａ

が負担すること，③ガス料金は１立方メートル当たり７６円程度であること（ただ

し，準備中のガス空調向け料金メニューをベースに試算した場合の平均単価。月別

の使用量などにより単価は変動することがある。）を回答した。（乙７の３） 

 オ 一方，Ｃは，平成２３年３月２９日付けで，①蒲郡市提示の前提条件での都

市ガス供給は可能であること，②公道部分のガス配管敷設工事代金は全額Ｃが負担

すること，③ガス料金は年間予測使用量に基づけば小口契約を前提とするのが適当

であり，小口契約によれば１立方メートル当たり平均７８．７円であること（平成

２３年３月の単価による試算。単価は原料購入価格により毎月変動する。）を回答



 12 

するとともに，参考として，Ａが同社のホームページで公開している当時の小口契

約価格によれば，ガス料金は平均で１立方メートル当たり平均８３．６円となる旨

の試算を提出した。なお，年間契約ガス使用量が１０万立方メートル以上の場合に

は，大口契約として，需要者とガス供給者との間の交渉により料金その他の契約条

件を個別に定めることが可能であり，一般ガス事業者による供給区域外への供給や

一般ガス事業者以外の者による供給も許されるが，正当な理由なく使用量が年間契

約ガス使用量に達しないときは大口基準未達補償料の支払義務が発生することとな

る(ガス事業法２条７項，３７条の７の３，３７条の９，ガス事業法施行規則３条参

照）。（甲１２の２，乙７の４） 

 カ 両社からの回答を受けて，Ｂは，平成２３年３月３１日，蒲郡市に対し，都

市ガスの供給開始及びガス配管敷設工事費の負担については，Ｃ及びＡ両社とも違

いはないが，ガス料金については，Ａが１立方メートル当たり２．７円割安となっ

ているのでＡによる都市ガス供給がより有利であると判断する旨を記載した書面を

提出した。（乙７の５，９） 

 キ 蒲郡商工会議所会頭は，経済産業大臣に対し，「愛知県蒲郡市における都市

ガス供給について」と題する平成２３年４月１３日付け書面を提出した。同書面に

は，①蒲郡市における都市ガスの供給区域は，東西両端のごく一部の地区に限られ

ており，中心部を含むほぼ全域が都市ガス未普及地域であること，②蒲郡市は，東

三河地区にあって豊橋市や豊川市等との文化的，経済的な結びつきが強く，愛知県

としても平成２４年度の東三河県庁設置に向けて動いていること等から，都市ガス

のインフラ整備についても東三河全体として取り組んでいくべきであり，蒲郡市の

中心市街地や商工業地区への都市ガス供給は，特に地元とつながりが深く地域貢献

にも実績のある企業グループによることが望ましいと考えていること，③蒲郡市の

公共施設，工業団地及び市内企業，一般家庭等への都市ガス供給に係る供給区域等

変更の許可に当たっては，市民や地元企業の意向を十分に酌んで，慎重な対応をす

るよう要望すること等が記載されていた。（乙６） 
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 ク 蒲郡市は，Ｂの調査結果や蒲郡商工会議所の要望内容，地理的条件等からみ

た天災発生時の復旧対応の難易等も踏まえ，平成２３年８月８日，Ａに対し，使用

場所を「蒲郡競走場」，使用開始時期を「平成２５年１１月予定」とする施設改善

後の蒲郡競走場における都市ガス供給契約を申し込んだ。その結果，蒲郡市とＡと

の間で，同日，本件ガス供給契約が成立した。（甲４，６，乙８） 

 ケ 一般ガス事業については，許可制が採られ（ガス事業法３条），導管等の二

重投資を回避する観点から，許可に当たって供給区域を設定することにより（同法

６条２項３号），地域独占が認められており，供給区域外の地域を供給区域に変更

するには，同法８条所定の許可が必要とされている。そして，一般ガス事業者は，

ガス料金その他の供給条件について供給約款を定め，経済産業大臣の認可を得なけ

ればならないものとされており（同法１７条１項），ガス料金を引き下げる場合そ

の他のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合には，供給条

件を変更することができるものの（同条３項），変更後の供給約款を経済産業大臣

に届け出なければならず（同条４項），一般ガス事業の用に供する設備の効率的な

使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には，認可を受けた供給

条件とは異なる供給条件を設定した約款を，ガスの使用者が供給約款に代えて選択

し得るものとして定めることができるが（同条６項），この選択約款についても，

経済産業大臣に対する届出が必要とされており（同条７項），これら約款の公表や

約款どおりの供給を義務付けられている（同法１９条，２０条）。 

 本件ガス供給契約締結当時，蒲郡競走場の所在地を供給区域としている一般ガス

事業者は存在しなかったため，蒲郡競走場において都市ガスの供給を受けるには，

年間契約ガス使用量１０万立方メートル以上の大口契約を締結するか，あるいは，

蒲郡競走場の所在地を供給区域に加える旨の供給区域変更許可を受けた一般ガス事

業者との間で，約款どおりの供給条件により供給契約を締結するしかなかった。（甲

４，１２の２，乙１４） 

 コ 本件ガス供給契約締結当時，蒲郡市において都市ガスを供給している一般ガ
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ス事業者は，ＣとＡの２社のみであった。このうち，Ｃは，名古屋市内に本社を置

き，名古屋市を始めとする愛知県の広い範囲に都市ガスを供給していたが，その供

給区域の中心は，愛知県の北西部であり，静岡県との県境である東三河地域では，

北西部ほどには供給区域が広がっていなかった。 

 一方，Ａは，豊橋市内に本社を置き，豊橋市，豊川市，蒲郡市，田原市といった

愛知県東部の東三河地域と，浜松市を中心とする静岡県西部の遠州西部地域を供給

区域としていた。また，Ａは，本社のある豊橋市と蒲郡市とが地理的に近い関係に

あることもあって，蒲郡市内にある自社の関連施設において市民向けの各種イベン

トを開催したり，同市における廃油のリサイクル事業に参加するなどの活動を展開

しており，蒲郡市におけるＡのＬＰガス供給世帯数は，約８０００世帯，約２７％

に上っていて，ＣのＬＰガス供給世帯数よりも多かった。（甲８，１０，乙１０な

いし１２，１６，弁論の全趣旨） 

 サ なお，Ａは，本件ガス供給契約締結後，蒲郡競走場の所在地を供給区域に加

える供給区域の変更につき，ガス事業法８条所定の許可を受けた。（乙２の３，弁

論の全趣旨） 

 (2) 随意契約によることができることを定めた地方自治法２３４条２項，同施行

令１６７条の２第１項２号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないものを

するとき」には，普通地方公共団体が契約を締結するに当たり競争入札の方法によ

ることが不可能又は著しく困難とはいえないとしても，当該契約の目的・内容に相

応する資力，信用，技術，経験等を有する相手方を選定してその者との間で契約を

締結するという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又はその目的を達成する上

でより妥当であり，ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながる場合も

含まれ，上記に該当するか否かは，普通地方公共団体の契約担当者が，契約の公正

及び価格の有利性を図ることを目的として普通地方公共団体の契約締結の方法制限

を加えている法令の趣旨を勘案し，個々具体的な契約ごとに，当該契約の種類，内

容，性質，目的等諸般の事情を考慮して，その合理的な裁量に基づいて判断すべき
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ものと解される（最高裁昭和５７年（行ツ）第７４号同６２年３月２０日第二小法

廷判決・民集４１巻２号１８９頁参照）。 

 そこで，このような観点から，本件について検討するに，前記(1)で認定した事実

によると，①本件ガス供給契約の目的は，蒲郡競走場における空調熱源として都市

ガスを供給するものであるところ，ガス事業法上，都市ガスの供給については，許

可制が採られ，供給区域ごとに許可を受けた特定の一般ガス事業者のみとしかガス

供給契約を締結することができず，ガス料金その他の供給条件についても，当該事

業者が定めて認可を受けた供給約款に従うことが義務付けられているため，複数の

供給者が入札によって料金を自由に競い合うことはできない制度となっているこ

と，②ガス事業法によると，年間契約ガス使用量が１０万立方メートル以上の場合

には，大口契約として，需要者とガス供給者との交渉により料金その他の契約条件

を個別に定めることが可能であり，一般ガス事業者による供給区域外への供給や一

般ガス事業者以外の者による供給も許されているが，正当な理由なく使用量が年間

契約ガス使用量に達しないときは大口基準未達補償料を支払わなければならないも

のとされていること，③蒲郡競走場において見込まれる年間ガス使用量は，９万～

１２万立方メートル程度にとどまり，大口契約を締結した場合には，大口基準未達

補償料の支払義務が発生するおそれがあることから，Ｃは，蒲郡市の照会に対し，

大口契約ではなく，通常の小口契約とするのが適当であると回答し，Ａも，同様に

小口契約を前提とする回答をしていたこと，④蒲郡市は，本件ガス供給契約に先立

ち，供給区域の変更許可を受けて蒲郡競走場に都市ガスを供給し得る可能性を有し

ていた一般ガス事業者であるＣ及びＡに対し，Ｂを介して導管敷設工事に伴う負担

金の有無やガス料金等を照会し，その回答結果を比較検討したものであって，それ

によれば，負担金の有無等には２社の間に違いはなく，ガス料金については，Ａの

回答額の方がＣよりも１立方メートル当たり２．７円下回っていたこと，⑤Ａは，

豊橋市内に本社を置き，愛知県東部の東三河地域と浜松市を中心とする静岡県西部

という，蒲郡市に近接する限られた地域に都市ガスを供給していたのに対し，Ｃは，
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名古屋市内に本社を置き，愛知県北西部を中心とする広範な地域に都市ガスを供給

していたが，蒲郡市のある東三河地域では，愛知県北西部ほどには供給区域が広が

っておらず，蒲郡市におけるＬＰガスの供給世帯数も，Ａの方がＣを上回っていた

こと，⑥蒲郡商工会議所は，地域的な結びつき等を考慮して東三河全体として都市

ガスのインフラ整備に取り組んでいくべきであり，地元とのつながりが深く地域貢

献にも実績のある企業グループによる都市ガス供給が望ましいとの意見を表明して

いたこと，⑦蒲郡市は，これらＣ及びＡに対する照会結果や蒲郡商工会議所の要望，

地理的条件からみた天災発生時の復旧対応の難易等も踏まえて，Ａとの間で本件ガ

ス供給契約を締結したものであること等を指摘することができる。 

 これら諸点に照らすと，本件ガス供給契約の締結に当たっては，競争入札の方法

によって契約を締結することが不可能又は著しく困難であったとまではいえないと

しても，蒲郡市において，ガス事業法の規制により契約の相手方や料金その他の契

約条件を自由には決められないという都市ガス供給契約の性質上，競争入札による

ことが適当ではなく，導管敷設工事に伴う負担金の有無やガス料金等のほか，東三

河地域の地域的な結びつきや産業振興等，地理的条件からみた天災発生時の復旧対

応の難易等をも考慮して，特定の相手方を選定してその者との間で契約を締結する

のが妥当であると考えたことには十分首肯するに足りる理由があったというべきで

あり，契約の相手方として，東三河地域に活動拠点を置いて都市ガスを供給してき

た実績を有するＡを選定して同社との間で本件ガス供給契約を締結したことに合理

性を欠く点があるということもできない。 

 したがって，本件ガス供給契約の締結は，地方自治法２３４条２項，同施行令１

６７条の２第１項２号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないものをする

とき」に該当するのであるから，蒲郡市が本件ガス供給契約を随意契約の方法によ

り締結したことは適法であり，また，蒲郡市が契約の相手方としてＡを選択した判

断につき，その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものということもできな

い。 
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 (3) これに対し，原告らは，ＡとＣの２社による競争入札が可能であった以上，

随意契約の方法によることは違法である旨主張する。 

 しかしながら，前記(1)，(2)で認定，説示したとおり，本件ガス供給契約の締結

に当たっては，大口契約を締結するのに十分な年間ガス使用量を見込めなかったた

め，通常の小口契約によらざるを得なかったところ，通常の小口契約の場合，大口

契約のように，契約当事者が料金その他の契約条件を自由に定めることは許されず，

あらかじめ認可された供給約款の定める料金その他の供給条件に従わなければなら

ないのであるから，原告らが主張するように，本件ガス供給契約締結に当たり，競

争原理に基づいて契約の相手方を決定する入札の方法によるべきであるということ

はできない。 

 したがって，原告らの上記主張は，採用することができない。 

 (4) また，原告らは，本件ガス供給契約を随意契約の方法によって締結したこと

自体は適法であるとしても，①蒲郡市はガス料金を考慮していないか，これを考慮

したとしても，Ａの回答した導入準備中の空調向け価格を前提に判断したのは不当

である，②蒲郡市とＡとの地域的なつながりが強いということはない，③天災発生

時の復旧対応について具体的な調査をしていないなどとして，蒲郡市がＡとの間で

本件ガス供給契約を締結したことは違法である旨主張する。 

 しかしながら，上記①の点については，前記(1)で認定した事実によると，蒲郡市

は，Ｂを介してガス料金を照会し，より安いガス料金を提示したＡと本件ガス供給

契約を締結したのであるから，蒲郡市が料金面を全く考慮せずに本件ガス供給契約

を締結したということはできない。また，Ａの回答したガス料金は導入準備中の空

調向け価格であって平成２３年３月当時の単価ではなかったことは，原告らの指摘

するとおりであるけれども，Ａは，自社内部の検討を踏まえて書面により正式に回

答しているのであるから，少なくとも供給開始が予定されている平成２５年１１月

時点におけるガス空調向けの料金設定をある程度の確度で見越して上記価格提示を

したものと考えられる。そもそもガス料金は，その時々の原料購入価格や使用量等
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により変動するものであり，その供給開始時の正確な価格を前もって予測すること

は困難であるから，供給開始予定時期（平成２５年１１月）の２年以上前に行われ

た単価の照会は，その後の価格変動を念頭に置いた上で参考となる資料を収集しよ

うとしてなされたという意義を有するにすぎない。そうすると，蒲郡市がＡからの

回答に記載されていた導入準備中の空調向け価格とＣからの回答に記載されていた

現行価格を基に検討を進めた点が不当であるということはできない。 

 上記②の点については，前記(1)で認定したとおり，Ａが，蒲郡市と同じ東三河地

域に位置する豊橋市に本社を置き，東三河地域を都市ガス供給業務の拠点の一つと

していたことや，蒲郡市内に関連施設を有し，市民向けの各種イベントの開催や同

市における廃油リサイクル事業に参加するなどの活動を展開していたこと等に照ら

すと，当時，Ａと蒲郡市との間にはそれ相応の地域的なつながりがあったというこ

とができるから，この点を契約締結に際して考慮したことが不当であるということ

はできない。 

 上記③の点については，蒲郡市が天災発生時の復旧対応について具体的な調査ま

でしていなかったとしても，Ｃ及びＡそれぞれの本社所在地や供給区域の広狭，蒲

郡市との位置関係等は，前記(1)で認定したとおりであるから，これら諸点に照らす

と，蒲郡市において，蒲郡市の近隣である豊橋市に本社があり，都市ガスの供給区

域も東三河地域周辺に限定されているＡの方が大地震等の天災発生時に迅速に対応

し得ると判断して，この点を契約締結に際して考慮したことが不相当であるという

ことはできない。 

 したがって，原告らの上記各主張は，いずれも採用することができない。 

 ３ 小括 

 以上によれば，蒲郡市が，Ａとの間で，本件ガス供給契約を随意契約の方法によ

り締結したことは適法であるから，本件請求は理由がない。 

第５ 結論 

 以上の次第で，原告らの本件請求はいずれも理由がないからこれを棄却すること
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として，主文のとおり判決する。 

 

    名古屋地方裁判所民事第９部 

 

          裁判長裁判官   福 井 章 代 

 

 

 

             裁判官   富 澤 賢一郎 

 

 

 

             裁判官   平 野 佑 子
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（別紙） 

関係法令の定め 

 

１ 地方自治法 

 ２３４条１項 

 売買，賃借，請負その他の契約は，一般競争入札，指名競争入札，随意契約又は

せり売りの方法により締結するものとする。 

 ２３４条２項 

 前項の指名競争入札，随意契約又はせり売りは，政令で定める場合に該当すると

きに限り，これによることができる。 

 

２ 地方自治法施行令 

 １６７条の２第１項 

 地方自治法２３４条２項の規定により随意契約によることができる場合は，次に

掲げる場合とする。 

 １号 （略） 

 ２号 不動産の買入れ又は借入れ，普通地方公共団体が必要とする物品の製造，

修理，加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質

又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 

 ３号以下（略） 

    

３ ガス事業法（平成２３年法律第１０９号による改正前のもの。以下，単に「ガ

ス事業法」という。） 

 ２条７項 

 この法律において「大口供給」とは，ガスの使用者の一定数量以上の需要に応じ

て行う導管によるガスの供給（経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対し
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て行うものを除く。）であつて，経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。 

 

 ３条 

 一般ガス事業を営もうとする者は，経済産業大臣の許可を受けなければならない。 

 

 ５条  

 経済産業大臣は，３条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでな

ければ，同条の許可をしてはならない。 

 １号 その一般ガス事業の開始が一般の需要に適合すること。 

 ２号 その一般ガス事業のガス工作物の能力がその供給区域又は供給地点におけ

るガスの需要に応ずることができるものであること。 

 ３号 その一般ガス事業の開始によつてその供給区域の全部若しくは一部におい

て又はその供給地点についてガス工作物が著しく過剰とならないこと。 

 ４号 その一般ガス事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力が

あること。 

 ５号 その一般ガス事業の計画の実施が確実であること。 

 ６号 特定ガス発生設備に係るものにあつては，当該特定ガス発生設備によるガ

スの供給が円滑に実施される見込みがあり，かつ，その供給地点につき，特定ガス

発生設備に代えて，これ以外のガス工作物によりすみやかにガスの供給を行なうべ

き確実な計画を有するものであること。 

 ７号 その他その一般ガス事業の開始が公益上必要であり，かつ，適切であるこ

と。 

 

 ６条１項 

  経済産業大臣は，３条の許可をしたときは，許可証を交付する。 

 ６条２項 



 22 

  許可証には，次の事項を記載しなければならない。 

  １，２号 （略） 

  ３号 供給区域並びに供給地点群ごとに供給地点及びその数 

  ４号 （略） 

  

 ８条１項 

 一般ガス事業者は，６条２項３号の事項を変更しようとするときは，経済産業大

臣の許可を受けなければならない。 

 ８条２項  

 ５条の規定は，前項の許可に準用する。 

 ８条３項 （略） 

 

 １７条１項 

 一般ガス事業者は，ガスの料金その他の供給条件について，経済産業省令で定め

るところにより，供給約款を定め，経済産業大臣の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときも，同様とする。 

 １７条２項 （略） 

 １７条３項 

 一般ガス事業者は，１項後段の規定にかかわらず，ガスの料金を引き下げる場合

その他のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済

産業省令で定める場合には，１項の認可を受けた供給約款（次項の規定による変更

の届出があつたときは，変更後の供給約款。以下この条において同じ。）で設定し

たガスの料金その他の供給条件を変更することができる。 

 １７条４項 

 一般ガス事業者は，前項の規定によりガスの料金その他の供給条件を変更したと

きは，経済産業省令で定めるところにより，変更後の供給約款を経済産業大臣に届



 23 

け出なければならない。 

 １７条５項 （略） 

 １７条６項 

 一般ガス事業者は，その一般ガス事業の用に供する設備の効率的な使用その他の

効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には，ガスの料金及びその料金を適用

するために必要となるその他の供給条件について１項の認可を受けた供給約款で設

定したものと異なる供給条件を設定した約款を，ガスの使用者が供給約款に代えて

選択し得るものとして，定めることができる。 

 １７条７項 

 一般ガス事業者は，前項の規定により約款を定めたときは，経済産業省令で定め

るところにより，その約款（以下「選択約款」という。）を経済産業大臣に届け出

なければならない。これを変更したときも，同様とする。 

 １７条８項 （略） 

  

 １９条 

 一般ガス事業者は，１７条１項の規定により供給約款の認可を受け，同条４項の

規定により供給約款の変更の届出をし，若しくは前条２項の規定による供給約款の

変更があつたとき，又は１７条７項の規定により選択約款の届出をしたときは，そ

の供給約款又は選択約款をその実施の日の１０日前から，営業所，事務所その他の

事業場において，公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 

 

 ２０条 

  一般ガス事業者は，１７条１項の認可を受けた供給約款（同条４項の規定による

変更の届出があつたときは，変更後の供給約款）（１８条２項の規定による変更が

あつたときは，変更後の供給約款）又は１７条７項の規定による届出をした選択約

款以外の供給条件により，その供給区域における一般の需要に応じガスを供給して
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はならない。ただし，大口供給を行う場合においてその供給の相手方と合意したと

き，又は特別の事情がある場合において経済産業大臣の認可を受けたときは，この

限りでない。 

 

 ３７条の７の３第１項 

 ガス導管事業者は，大口供給を行おうとするとき（特定ガス発生設備においてガ

スを発生させ，導管によりこれを供給する場合を除く。）は，供給の相手方その他

経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 

 ３７条の７の３第２項 

 前項の規定による届出をした者は，その届出が受理された日から３０日を経過し

た後でなければ，その届出に係る大口供給をしてはならない。 

 ３７条の７の３第３項 

 経済産業大臣は，１項の規定による届出に係る大口供給が次の各号に適合してい

ると認めるときは，前項に規定する期間を短縮することができる。 

  １号 その大口供給が一般ガス事業者の供給区域において行われるものである

ときは，その大口供給を行うことにより，当該一般ガス事業者の供給区域内のガス

の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。 

  ２号 その大口供給が一般ガス事業者の供給区域以外の地域であつて，一般ガ

ス事業の開始が見込まれる地域において行われるものであるときは，その大口供給

を行うことにより，当該一般ガス事業の開始が著しく困難となるおそれがないこと。 

 ３７条の７の３第４項 

 経済産業大臣は，１項の規定による届出に係る大口供給が前項各号のいずれかに

適合しないと認めるときは，その届出をした者に対し，その届出を受理した日から

３０日（次項の規定により２項に規定する期間が延長された場合にあつては，当該

延長後の期間）以内に限り，その届出の内容を変更し，又は中止すべきことを命ず

ることができる。 
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 ３７条の７の３第５項 

 経済産業大臣は，１項の規定による届出に係る大口供給が３項各号に適合するか

どうかについて審査するため相当の期間を要し，当該審査が２項に規定する期間内

に終了しないと認める相当の理由があるときは，３０日の範囲内において，同項の

期間を延長することができる。この場合において，経済産業大臣は，その届出をし

た者に対し，遅滞なく，当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければな

らない。 

 

 ３７条の９第１項 

 一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者は，大口供給を行おうとするとき（特

定ガス発生設備においてガスを発生させ，導管によりこれを供給する場合を除く。）

は，供給の相手方その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なけれ

ばならない。 

 ３７条の９第２項 

 ３７条の７の３第２項から第５項までの規定は，前項の届出に準用する。 

 

４ ガス事業法施行規則 

 ３条 

 法２条７項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも適合すること

とする。 

  １号 一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が，熱量４６メガ

ジュールのガスを常温及び常圧で１０万立方メートル以上供給するものに相当する

量であること。 

  ２号 当該ガスの供給に係る契約において，実際に年間に供給したガスの量が

正当な理由なく前号に定める量に達しなかつた場合には，ガスの使用者が大口基準

未達補償料をガスの供給者に支払う旨を約していること。 
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  ３号 １号のガスの供給を３年以上行つている場合であつて，ガスの使用者が

至近の３年において，連続して実際に供給したガスの量が正当な理由なく同号に定

める量に達しなかつたものでないこと。 

 ３条２項 

 ２年以上継続するガスの供給を約した場合の１年目のガス供給量に対する前項１

号の適用については，２年目以降に供給することを約した年間のガス供給量が同号

に適合する場合に限り，同号中「年間のガス供給量」とあるのは，「１年目の後半

６月間のガス供給量を２倍したもの」とすることができる。 

 ３条３項 

 １項２号の大口基準未達補償料は，１０万立方メートルのガスの量から実際の年

間ガス供給量を減じたものに，ガス料金のうちガス供給量に応じて算定した料金の

年間の総額（次項において「年間のガス料金総額」という。）を実際の年間ガス供

給量で除したものを掛けて得られる金額以上でなければならない。 

 ３条４項 

 ２項の規定により１項１号を読み替えて適用した場合の前項の適用については，

「実際の年間ガス供給量」とあるのは「実際の１年目の後半６月間のガス供給量を

２倍したもの」と，「年間のガス料金総額」とあるのは「当該１年目の後半６月間

のガス料金総額を２倍したもの」とする。 

 

以上 

 


